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1．はじめに

本年（2007）5月、第3種旅行業の業務

範囲を拡大させる制度改正が施行された。

国土交通省は、2006年5月の「地域観光マ

ーケテイング促進マニュアル」の中で、

「観光を通じた地域活性化は、地域の取り

組みの成果として、その地域を訪れる旅行

者が増加することによってはじめて実現さ

れるものであり、地域の様々な取り組み

をいかに旅行者の行動につなげるかかが重

要」としている。そこには、地域観光のマ

ーケテイングの手順を5つのステップにわ

けた具体な説明がなされている。その成果

を現実的な旅行商品として創造できるよう

に今回制度改正されたわけであるが、地域

の観光魅力・素材の理解や旅行者層のニー

ズの理解だけでは旅行商品を創造できるこ

とにはならない。

今回の制度改正を旅行商品造成の視点で

課題を整理したうえで、旅行商品の創造、

商品造成の方向性を検討し、ビジネスとし

ての地域密着型の旅行商品造成へとつなげ

ていくため、課題の整理と今後の方向性を

検討した。

2．制度改正の日的

今回の制度改正の背景や目的は、国土交

通省総合政策局観光事業課（2007）によれ

ば、旅行者のニーズの変化による旅行形態

の変化への対応として、以下があげられて

いる。

・通過型・団体型から体験型・交流型・個

人型へ

・時間やお金を贅沢に消費する価値志向の

旅行者層の出現

・地域独自の魅力を活かした地域密着型の

旅行商品の創出への取り組み強化

t地元の観光魅力を熟知した中小の観光関

係者が主体となった創意工夫に満ちた旅

行商品の創出を促す

3．旅行業の整理

報酬を得て旅行業務を取り扱うことを事

業とする場合、旅行業の登録が必要となる

が、はじめに旅行業の登録制度を整理して

おきたい。

登録の種別は、取り扱う業務の内容によ

って、第1種旅行業、第2種旅行業、第3

種旅行業のいずれかの登録が必要となる

（旅行業法第4粂・旅行業法施行規則第1

条の2）。（社）日本旅行業協会ホームペー

ジの旅行業の登録申請を説明したページに

・第1種旅行業

海外・国内の企画旅行の企画・実施、

海外旅行・国内旅行の手配及び他社の

募集型企画旅行の代売を行う。

・第2種旅行業

国内の募集型企画旅行の企画・実施、

海外・国内の受注型企画旅行の企画・

実施、海外旅行・国内旅行の手配及び

他社の募集型企画旅行の代売を行う。

・第3種旅行業

国内・海外の受注型企画旅行の企画・

実施、国内・海外旅行の手配及び他社

の募集型企画旅行の代売を行う。

また、実施する区域を限定（出発地、

目的地、宿泊地および帰着地が営業所

の存する市町村、それに隣接する市町

村、および、国土交通大臣の定める区

域内に収まっていること）し、かつ、

旅行代金の支払い時期を制限（申込金

（旅行代金の20％以内）を除き

開始日より前に受け取ることができま

せん）のうえで、国内の募集型企画旅

行の企画・実施することができる。

今回の制度改正は、この第3種旅行業の

業務内容である（下線部分）。『実施する区

より、ここで一度整理しておく。　　　　　　域を限定』と『旅行代金の支払い時期を制

限』という大きな2つの条件により、『国
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内の募集型企画旅行の企画・実施すること

ができる』ことになった。

4．制度改正の概要

前項で旅行業の3つの種別を整理したが、

ここでは今回の改正の対象となる第3種旅

行業の業務内容の拡大を項目ごとにみてみ

たい。もちろん、一番大きなポイントは、

国内の募集型企画旅行の実施ができること

になったことである。いままでは、海外旅

行、国内旅行を問わず募集型企画旅行を自

ら企画・実施することはできなかった。今

回の改正では、条件付きながら自ら国内の

募集型企画旅行を企画・実施することがで

きるようになった。条件は大きく分けて

『区域の限定』と『旅行代金の支払い時

期』の2つの条件があるが、その他にも旅

行商品として必要な要件がある。以卜に、

改正の概要をポイントにわけて内容を精査

する。

4・1　区域の限定

区域の限定となる条件は、『出発地、目

的地、宿泊地および帰着地が営業所の存す

る市町村、それに隣接する市町村、および、

国土交通大臣の定める区域内に収まってい

ること』である。今回の改正の目的の一つ

は、地域密着型の旅行商品の創出であるか

ら、区域限定は当たり前かもしれない。こ

こで着目すべきは、『営業所の存する市町

村、それに隣接する市町村』としていると

ころであろう。この市町村単位での区域限

定は致し方ないかもしれないが、一段落し

たとはいえここ数年の市町村合併の問題を

考え合わせても、観光資源の視点から見る

と行政界はなんら関係のない単位であるこ

とから、例えば自然景観の視点や食文化的

の視点で旅行商品の創出・造成の基点とし

ての営業所の立地を考慮する必要がある。

4・2　旅行代金の支払い時期の制限

旅行代金の支払い時期の制限としては、

まず、申込金に上限額が設定されたことで

ある。20％以内とされた申込金の条件は、

旅行代金の収受時期と合わせて考える必要

がある。それは、3つの条件を旅行契約の

成立要件と複合的に検討する必要が生じる

からである。今回の改正のポイントは、

『申込金は20％以内であること』、『旅行代

金は、申込金を除き旅行開始日前に収受し

てはいけない』、『旅行代金は、旅行者から

の自発的な申し出があっても申込金を除き

旅行開始目前に収受してはいけない』の3

つである。これだけであれば、実務レベル

として取消料収受のリスク回避視点での申

込金収受をあきらめて、申込金なしでの受

付を考えればよいとの考えが浮かぶ。しか

しながら、旅行契約の成立という視点で見

ると申込金の収受が必要である。申込金を

収受しなくとも旅行契約を成立させるため

には、申込者と書面を取り交わす方法もあ

るが、いずれにしても詳細な検討が必要で

ある。旅行代金は比較的低いものとなるこ

とが想定されるので、旅行代金の全額収受

も検討できるように思うが、『旅行代金は、

旅行者からの自発的な申し出があっても申

込金を除き旅行開始日前に収受してはいけ

ない』条件に触れてしまう。予約の確実性

とノーショーリスク、申込金と旅行代金の

支払いを、契約の成立を軸として旅行者と

企画・実施者の双方の立場で慎重に検討す

べきである。

4・3　取引条件説明書面と広告

今回の改正ポイントにはないが、旅行商

品の造成と販売の視点で忘れてはならない

のが取引条件説明書面と広告である。今回

の改正を有効に使ってもらうことが期待さ

れる地元の観光魅力を熟知した中小の観光

関係者は、いままで企画・実施を行ってい

なかったのだから、取引条件説明書面もか

ねるパンフレットと広告の実務は、この改

正を機に初めて取り組むことになる実務で

あろう。今回の改正ポイントである区域の

限定となる出発地、目的地、宿泊地および

帰着地が営業所の存する市町村、それに隣

接する市町村は、その名称を明記する必要

があり、また、旅行代金の支払い時期の制

限ポイントである申込金以外の旅行代金の

旅行開始前に収受しない旨も明記する必要

がある。
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5．販売（購買）視点での課題

前項では改正の概要をポイントごとにみ

てきたが、ここでは販売・購買の視点の課

題として、想定される販売（購買）パター

ンで留意点とメリット・デメリットを検討

した。

5・1　企画・実施するものが直接販売者

となる場合

ここでは、企画・実施する者が、直接旅

行者に販売者する場合の課題を、企画・実

施する者と旅行者が地理的に離れた区域に

いる場合におこる課題として考えてみたい。

5・1・1　旅行者に直接（地元で）販売

する

旅行者が一定の距離を移動、旅行して当

該区域に至ってから旅行商品を購買する場

合、販売視点でみるとその旅行商品を企画

者視点で詳細な説明を行い、販売すること

ができる。企画・実施者、つまり地元の観

光魅力・素材を熟知している者が直接販売

時点で旅行者に接することができるので、

その旅行内容の説明は「迫力」あるもので

あろう。しかしながら、旅行実施の区域を

訪れた旅行者に販売対象が限定されてしま

う。

5・1・2　インターネットで販売する

インターネットの活用も当然検討するこ

とになるだろう。告知という視点では当然

ながら利用するメディアであろうが、販売

視点では、課題がある。直接（対面）販売

するのとは違い、申込金や旅行代金の収受

をインターネットで行うには、料金を収受

する仕組みが必要である。現実的には、決

済機能を実装したインターネット上のモー

ルに参加することになろうが、一定の知識

が必要である。また、申込金の上限や旅行

代金の全額収受にも制限があることから、

対面版売とは遠い、いわゆるノーショーリ

スクが伴う。

5・2　間接販売（委託販売）

ここでは、企画・実施する者が、直接旅

行者に販売者せず第三者に販売委託する場


